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2024 年 4 月 

お取引先様各位 

株式会社ジャパンディスプレイ 

調達統括部 

R&D 本部 R&D 推進部 

 

グリーン調達ガイドラインの改定について 

 

 

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上

げます。 

さて、関係のお取引様には事前にご案内をさせて頂きましたとおり、「グリーン調達ガイドライン」を 2024

年 4 月１日付で改定・施行します。改定を行う理由としては、製品含有化学物質に関する法規制改正や

弊社の顧客から要求される禁止・管理物質の追加や閾値変更などがあります。 

以下に改定の概要をご案内させて頂きますので、貴社に於かれましてはご確認の程お願い致します。 

 

－ 記 － 

 

１．改定内容について 

 

(１)グリーン調達ガイドライン 

・「６－４－９．その他」の分析対象物質にフッ素を追加し、各物質の分析方法を更新します。 

・「６－７．ＩＭＤＳ」の項を新設します。 

・「７．調査依頼からご提出方法」にＩＭＤＳ調査に関する説明文を追記します。 

 

(２)製品含有禁止・管理物質基準 

グリーン調達ガイドライン付随の「表１：製品含有禁止物質および管理物質基準」を更新します。 

 

・新規に追加する禁止物質 

   Ｎｏ５２ 接着性モノマーI 類（対象はウェラブル製品の接着剤） 

   Ｎｏ５３ PFBS および関連物質 

   

・規制値を変更する禁止物質 

   Ｎｏ１６ パーフルオロオクタンスルホン酸（塩を含む）（PFOS） 

   Ｎｏ２５ 化審法 第一種特定化学物質の HBCDD 

 

・新規に追加する管理物質 

   Ｎｏ１７ 接着性モノマーII 類（対象はウェラブル製品の接着剤） 

 

・削除する禁止・管理物質 

   N-フェニルベンゼンジアミンとスチレン、2,4,4-トリメチルペンテンの反応物（ＢＮＳＴ） 

置換ジフェニルアミン類 

2-(2-アミノエチルアミノ)エタノール 
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詳細はホームページに掲載される「グリーン調達ガイドライン Ver.12.0」、「表１：製品含有禁止物質およ

び管理物質基準 Ver.12.00」を参照ください。 

 

(３)環境管理物質不使用保証書 

グリーン調達ガイドライン付随の「環境管理物質不使用保証書」のフォーマットを改定します。 

 

 ※旧フォーマット受理について 

弊社の jDesc から３月３１日迄に調査依頼された案件は、４月末日までの回答登録に限り旧フォーマッ

トでも受理します。それ以外は新フォーマットにて回答登録をお願い致します。 

 

２．ホームページ公開について 

更新される各書面は４月からホームページに掲載公開する予定です。 

日本語ページ：http://www.j-display.com/company/procurement/supply.html 

英語ページ：http://www.j-display.com/english/company/procurement/supply.html 

 

３．その他の連絡事項 

・本改定内容に関してお取引先様から特段のご連絡がない場合は受領頂いたものと見做させて頂きま

す。 

 

４．本件に関するお問い合わせ先 

 

R&D 本部 R&D 推進部 開発管理課 

メールでのお問合せ ： green.proc.zz@j-display.com 

         以上 


